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各地の取り組み　－岩手県における植物防疫業務－
岩手県病害虫防除所　勝部　和則

■岩手県の農業の概要
本県は本州の北東部に位置し、東西約 122km、

南北約 189kmと南北に長く、胚芽部を右下にし
たお米の形をしている。東は北上山地、西は秋
田県境に奥羽山脈を望み、県土中央の北上川流
域など、地形的にも気候的にも多様である。
本県の農業算出額の 2割は米、野菜・果実が

1割、畜産が 6割を占める。主要な水稲品種は
「ひとめぼれ」で、本県オリジナルの 2品種「金
色の風」「銀河のしずく」の作付けも増えている。
また、りんごや果菜類、葉根菜類の生産も盛んで、
リンドウ（切花）は全国 1位の産地である。

■病害虫防除所の沿革
1952年、県下 15ヶ所に病害虫防除所が設置さ

れて以降、4防除所（盛岡・水沢・宮古・二戸）
を経て、1985年に県下 1防除所（本所・3駐在）
の体制となった。1997年、本所を現在の北上市
（県農業研究センター内）に移転し、2005年の
駐在の本所統合を経て、現在に至っている。職
員数は所長以下 9人で、予察・防除と農薬指導
の 2チーム体制で病害虫発生予察及び防除指導、
農薬安全使用指導、農薬取締検査等の業務を行っ
ている。

■業務の概要
（１）病害虫発生予察
主要 8作物（水稲、麦類、大豆、りんご、きゅ

うり、キャベツ、ねぎ、リンドウ）における指
定有害動植物 42種及び指定外 66種について、
36地点での定点調査（予察灯、フェロモントラッ
プ調査を含む）のほか、県内 298ほ場で巡回調
査を実施している。これらの調査に基づき、病
害虫発生予察情報等を提供している。
また、当所がこれまで蓄積してきた発生予察

調査データを活用して、病害虫多発リスクの高
い時期・要因の解明に取り組み、水稲（斑点米
カメムシ類）、りんご（褐斑病）、きゅうり（褐
斑病・炭疸病）等で、その成果を注意報など発
生予報の発行の際に指標として活用している。
今後も、発生予測が難しいほかの病害虫にも取
組を拡大し、迅速な情報発行や適期防除指導に
つなげていく予定である。
（２）病害虫防除指導
水稲では JA等への地域防除計画作成支援、病

害虫防除員及び各地域病害虫防除連絡協議会へ
の調査協力等、りんごでは各地域の病害虫発生
実態や共同防除組合等の防除実績の解析に基づ
く地域防除暦の作成を支援している。
本県の病害虫診断は、当所が窓口を担ってお

り、野菜・花きを中心に年間 70件余の依頼に対

応している。また、現場で指導する職員の課題
解決能力の向上（人づくり）を目指し、防除計
画作成支援や簡易診断手法の研修指導等を行っ
ている。
（３）重要病害虫侵入警戒調査
侵入警戒調査は、チチュウカイミバエ、コド

リンガを対象に県内 11カ所のりんご園地に誘引
トラップを設置し、火傷病は 31カ所で調査して
いる。また、全国調査の一環で核果類（ウメ、
オウトウ、モモ等）の PPVとキウイフルーツか
いよう病 Psa3系統の監視を継続している。

図　�巡回調査（①②水稲、③リンドウ、④りんご）、定
点調査（⑤りんごのフェロモントラップ）、病害虫
防除員研修会（⑥）
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⑥

（４）農薬適正使用指導
本県は、「農薬危害防止運動」（毎年 6月 1日

～ 8月 31日）にあわせ、農薬販売者や農薬使用
者（ゴルフ場、産直関係者等を含む）を対象と
した研修会を開催している（参加者 200人余）。
また、農薬を使用する生産・防除組織の指導者
等の資質向上を目的として「岩手県農薬管理使
用アドバイザー」の育成を行っている。
（５）農薬取締検査
農薬取締法に基づき、毎年度、県内農薬販売

所の概ね 3分の 1（約 300店舗）を対象に帳簿類
の整備状況や無登録農薬等の販売の有無、農薬
の保管状況等の立入検査・指導を実施している。

■課題
侵入を警戒する重要病害虫の監視強化、温暖

化等に伴い新たに分布を拡大した病害虫の同定
診断・調査・防除指導などに、限られた人数で
対応していかなければならず、予察の精度を維
持したうえで、業務の効率化を図ることが重要
な課題である。本県では人づくりに主眼をおい
て、地域での課題解決能力向上や所内の発生予
察手法の改善等に取り組み、一定の成果を得つ
つあるが、いずれも継続していく必要がある。
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最近話題となっている病害虫
鹿児島県病害虫防除所　中西　善裕

2018年 8月、鹿児島県内のサツマイモつる割
病の発生ほ場において、地際部の茎及び塊根首
部が黒色～暗褐変する被害を確認した（図 1）。
症状は茎の上部及び塊根全体に伸展し（図 2）、
乾燥硬化、枯死に至った。
その後の診断により、サツマイモ基腐病

（Pleunodomus destruens）、 サ ツ マ イ モ 乾 腐 病
（Diaporthe batatas）と同定され、本県は 12月に両
病害に関する病害虫発生予察特殊報を発出した。
基腐病は、国内では 2018年 11月に沖縄県で

初めて発生が報告され（沖縄県，2018）、本県で
の発生確認の後、2019年 1月には宮崎県のサツ
マイモでも発生が認められ、特殊報が発表され
ている。一方、乾腐病は、既に国内で広く知ら
れており、貯蔵中の塊根における発生が多い病
害である。
両病害の症状は類似しており、上記の症状が

確認されたほ場では、両病害のいずれかまたは
両方が発生している可能性がある。

■病原菌の特徴
不完全菌類に属

する糸状菌。分生
子には大きさ、形
状が異なる二つの
型がある（図 3）。

■宿主植物
ヒルガオ科植物

■伝染方法
基腐病は発病したサツマイモのつるや塊根

が伝染源となり広がり、害虫の食害などにより
生じた傷で病原菌の侵入が助長される。病原菌
は植物残渣上で越冬し、翌年の伝染源となる
(Huang, 2012)。

■海外での分布地域
台湾、中国、韓国、タンザニア、南アフリカ、

ニュージーランド、米国、キューバ、カリブ諸国、
ブラジル、アルゼンチン等。

■防除
基腐病は、つる割病や乾腐病と同様、糸状菌

による土壌病害であり、同様の防除対策を実施
する。
対象となるサツマイモの生育状況を観察し、

葉の変色等生育不良株を中心に、地際部付近の
変色の有無を目安に早期発見に努め、発病株の
抜き取りなど適切に処分する。排水対策を徹底
するとともに、苗消毒や種苗更新による健全種
芋及び健全苗の確保と輪作や効果的な土壌消毒
による苗床・栽培ほ場の無病化に努める。
侵入経路や発病条件、栽培における伝染環等

には不明な点も多いことから、今後の被害拡大
を防ぐため、発生生態のさらなる解明、有効薬
剤の農薬登録の促進が必要である。
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サツマイモ基腐病
学名：�Plenodomus destruens Harter
　　　(syn. Phomopsis destruens)

図 3　二つの型の分生子
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図 1　サツマイモの株元の黒色～暗褐変

図 2　サツマイモ被害塊根の外観（上）及び縦断面（下）
　　　※いずれも塊根左部分が腐敗部位


